
令
和
元
年
総
務
省
・
文
部
科
学
省
・
農
林
水
産
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号

棚
田
地
域
振
興
法
施
行
規
則

棚
田
地
域
振
興
法
（
令
和
元
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
七
条
第
一
項
並
び
に
第
十
条
第
一
項
及
び
第
五
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
棚
田
地
域
振
興
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
指
定
棚
田
地
域
の
指
定
の
申
請
）

第
一
条
　
棚
田
地
域
振
興
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
の
申
請
を
し
よ
う
と

す
る
都
道
府
県
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
え
て
、
こ
れ
を
主
務
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
に
係
る
棚
田
地
域
の
区
域
に
含
ま
れ
る
行
政
区
画
を
表
示
し
た
図
面
又
は
縮
尺
、
方
位
及
び
当
該
棚
田

地
域
を
表
示
し
た
付
近
見
取
図

二
　
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
棚
田
地
域
振
興
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
都
道

府
県
棚
田
地
域
振
興
計
画

三
　
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
を
し
た
関
係
市
町
村
と
の
協
議
の
概
要

四
　
法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
提
案
を
踏
ま
え
た
申
請
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
提
案
の
概
要

五
　
棚
田
等
の
保
全
に
関
す
る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
条
例
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
条
例
の
写
し

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
主
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
指
定
棚
田
地
域
の
指
定
の
解
除
の
申
請
）

第
二
条
　
法
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
棚
田
地
域
の
指
定
の
解
除
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
都
道
府
県

は
、
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
申
請
書
に
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
図
書
を
添
え
て
、
こ
れ
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
棚
田
地
域
振
興
活
動
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
三
条
　
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
市
町
村
は
、
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
申

請
書
に
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
え
て
、
こ
れ
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
縮
尺
、
方
位
及
び
指
定
棚
田
地
域
振
興
活
動
を
通
じ
て
保
全
を
図
る
棚
田
等
の
範
囲
を
表
示
し
た
付
近
見

取
図

二
　
指
定
棚
田
地
域
振
興
活
動
計
画
の
工
程
表
及
び
そ
の
内
容
を
説
明
し
た
文
書

三
　
法
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
を
し
た
都
道
府
県
知
事
と
の
協
議
の
概
要

四
　
法
第
八
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
い
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て

い
る
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
全
体
構
想

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
主
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
認
定
棚
田
地
域
振
興
活
動
計
画
の
変
更
の
認
定
の
申
請
）

第
四
条
　
法
第
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
棚
田
地
域
振
興
活
動
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
市

町
村
は
、
別
記
様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書
に
前
条
各
号
に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
当
該
認
定
棚
田
地
域
振
興
活
動
計

画
の
変
更
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
を
添
え
て
、
こ
れ
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
軽
微
な
変
更
）

第
五
条
　
法
第
十
条
第
五
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
指
定
棚
田
地
域
振
興
協
議
会
に
参
加
す
る
者
の
名
称
又
は
氏
名
の
変
更

二
　
計
画
期
間
の
六
月
以
内
の
変
更

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
棚
田
地
域
振
興
活
動
計
画
の
実
施
に
支
障
が
な
い
と
主
務
大
臣
が
認

め
る
変
更

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
八
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
総
務
省
・
文
部
科
学
省
・
農
林
水
産
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令

第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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別
記
様
式
第
１
（
第
１
条
関
係
）

別記様式第１（第１条関係）

指定棚田地域の指定申請書

年 月 日

総務大臣 名

文部科学大臣 名

農林水産大臣 名

国土交通大臣 名

環境大臣 名 殿

都道府県の長の氏名

棚田地域振興法第７条第１項の規定に基づき、指定棚田地域について指定を申請しま

す。

１ 申請に係る棚田地域の区域

２ 申請に係る棚田地域において解決すべき課題

３ 保全を図る棚田等の名称、範囲、面積及び平均勾配

４ 保全を図る棚田等が有する多面にわたる機能の概要

５ 申請に係る棚田地域の振興及び棚田等の保全を推進する体制

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

別
記
様
式
第
２
（
第
２
条
関
係
）

別記様式第２（第２条関係）

指定棚田地域の指定の解除申請書

年 月 日

総務大臣 名

文部科学大臣 名

農林水産大臣 名

国土交通大臣 名

環境大臣 名 殿

都道府県の長の氏名

年 月 日付けで指定を受けた指定棚田地域について、棚田地域振興法第７条第６

項の規定に基づき、指定の解除を申請します。

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
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別
記
様
式
第
３
（
第
３
条
関
係
）

別記様式第３（第３条関係）

指定棚田地域振興活動計画認定申請書

年 月 日

総務大臣 名

文部科学大臣 名

農林水産大臣 名

国土交通大臣 名

環境大臣 名 殿

市町村の長の氏名

棚田地域振興法第 10 条第１項の規定に基づき、指定棚田地域振興活動計画について認

定を申請します。

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
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別
記
様
式
第
４
（
第
４
条
関
係
）

別記様式第４（第４条関係）

認定棚田地域振興活動計画の変更の認定申請書

年 月 日

総務大臣 名

文部科学大臣 名

農林水産大臣 名

国土交通大臣 名

環境大臣 名 殿

市町村の長の氏名

年 月 日付けで認定を受けた指定棚田地域振興活動計画について下記のとおり変

更したいので、棚田地域振興法第 10 条第５項の規定に基づき、認定を申請します。

１ 変更事項

２ 変更の内容

注 変更の内容については、変更前と変更後を対比して記載すること。

（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
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